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後期基本計画の策定方針（案）

資 料 ４



目 次

１ 策定の趣旨

２ 計画の位置づけ

３ 計画の構成

４ 策定体制

５ スケジュール

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

３

４

６

11

13



3

１ 策定の趣旨

➢ これまでの経緯

◼ 令和４年３月、将来あるべき佐渡の姿と展望を市民と共有し、長期的な方向性を定めるため、
令和４年度から令和13年度までの10年間を計画期間とする「佐渡市総合計画」を策定した。

◼ 令和４年度からの前期の計画期間中、コロナ禍が明け、「佐渡島の金山」の世界文化遺産登
録や移住定住の促進、企業誘致などにより、島の賑わいや人材確保に向けて一定の成果が表れ
ている一方、水道事業や病院、廃棄物処理などのライフライン施設の経営悪化が進んでおり、
サービス水準の維持が大きな課題となっている。

➢ 後期基本計画の策定に向けて

◼ 令和４年度から令和13年度までの10年間の基本構想のうち、前半の５年間の基本計画（前期
基本計画）が令和８年度で終了するため、令和９年度から令和13年度までの後期５年間の基本
計画を今回新たに策定する。

◼ 人口減少の進展や昨今の物価高騰等、社会情勢の変化を踏まえ、現状をあらためて分析し、
人口減少社会に対応した持続可能な島・佐渡の実現に向けた計画として策定する。

◼ 策定にあたっては、佐渡市総合計画審議会開催のほか、市民・事業者へのアンケート調査、
ワークショップ等を実施し、市民の意見を計画に反映する。
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２ 計画の位置づけ

総合計画の構造（「佐渡市総合計画2022-2031」P.10～11より）

• 将来あるべき佐渡の姿と長期的な展望を市民と共有し、総合的かつ計画的な市民運営を図るための最上位計画に位置づ
けられている。

• 「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構造で構成されている。

「佐渡市総合計画2022-2031」P.9～P.18

「佐渡市総合計画2022-2031」P.19～P.31
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２ 計画の位置づけ

総合計画における基本計画の位置づけ（「佐渡市総合計画2022-2031」P.10～11より）

• 基本計画は、基本構想で定めた将来像と施策の大綱を受け、各施策を体系的に示すとともに、施策別の現状や課題、基本
方針等を示すもの。

• 令和８年度に前期基本計画に計画期間が終了するため、今年度中に令和９年度以降の後期基本計画の策定作業を行う。

総合計画

後期計画策定作業

持続可能な
行政運営プラン

財政計画 定員適正化計画
総合計画の
土台・基盤
となる計画

個別計画

後期基本計画の策定に当たっては、
まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン含む）、
教育大綱、デジタル活用計画との一体化を予定
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３ 計画の構成（計画の全体像） ※今後の協議で内容変更あり

第１章 序論

第１節 佐渡市総合計画の概要
第２節 佐渡市の概況と社会情勢
第３節 計画の進行管理と行政評価

社会情勢の変化（人口減少・少子高齢化、安全安心意識の高まり、環
境への配慮、情報通信技術の進展、グローバル化の進展、物価高騰、ラ
イフライン施設の維持 など）を踏まえて現状を分析
まち・ひと・しごと創生総合戦略（人口ビジョン含む）、教育大綱、

デジタル活用計画との一体的な策定について説明

第２章 基本構想

第１節 計画の策定にあたって
第２節 基本理念と将来像
第３節 基本目標
第４節 施策の大綱

各項目を維持

第３章 基本計画(後期)

第１節 基本計画の概要
第２節 重点的・横断的な取組
第３節 分野別施策

社会情勢、人口等の現状から施策の見直しを実施（項目、目標の見直
しを含む）

第４章 第３期佐渡市まち・ひと・しごと創生総合戦略

第１節 策定の趣旨
第２節 人口ビジョン
第３節 まち・ひと・しごと創生総合戦略

本市における今後の人口の将来展望を示し、その実現に向けた戦略と
して策定（国の総合戦略及び県の地方版総合戦略を勘案）

資料編

第１節 策定経過
第２節 市民アンケート等調査結果
第３節 用語解説
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３ 計画の構成（基本計画の構成）

社会情勢、人口等の現状から施策の見直しを実施後期計画策定作業

基本構想は
各項目を維持

各分野は維持し、
個別の施策の内容
について見直し

項目自体を含めて
見直し
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３ 計画の構成（基本計画の構成）

■分野別施策について
「佐渡市総合計画2022-2031」
P.22～23より抜粋

赤枠内の施策
１－１～５－５
の内容について、
見直しを行う

後期計画策定作業
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３ 計画の構成（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

「佐渡市まち・ひと・しごと創生総
合戦略」及び「佐渡市人口ビジョ
ン」について

「まち・ひと・しごと創生法」に基
づき、地方版総合戦略として令和４
年３月に「第２期佐渡市まち・ひ
と・しごと創生総合戦略」を策定し
ている。現行計画は令和８年度末で
終期を迎える予定であり、次年度以
降の交付金活用に向けて、今年度中
の改訂が必要となる。

市の将来人口の展望を示す「人口ビ
ジョン」についても、現行の佐渡市
人口ビジョンは令和４年３月の改訂
後見直しができておらず、国立社会
保障・人口問題研究所（社人研）の
令和５年推計を反映できていないた
め、今回総合戦略の改訂にあわせて
刷新が必要な状況である。
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３ 計画の構成（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

内閣官房地域未来戦略本部事務局・内閣府地方創生推進室
『地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き（令和７年12月版）』

（右）地方版総合戦略の骨格≪例示≫
（下）重要業績評価指標（KPI）の例

≪手引きより抜粋≫

まち・ひと・しごと創生法第

９条及び第10条の規定により、

都道府県及び市町村が地方版

総合戦略を策定、改訂するに

当たっては、国の総合戦略を

勘案するよう努める必要があ

ります。（中略）地域未来交

付金の地域みらい推進型の交

付を受けられることを踏まえ、

早期の策定、改訂に努めてい

ただくようお願いします。
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総合計画審議会

前期計画の評価 後期計画の検討

・人口ビジョン
・計画体系
・体系ごとの取組
・KPIの設定 など

施策の取組状況や
KPIの達成状況の評
価、検証

市
長
か
ら
諮
問

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

・
市
民
説
明
会

市
長
へ
答
申

後
期
基
本
計
画
策
定

事務局（企画部総合政策課）

※分野ごとに部会を設置し検討

市民参加 全庁体制

市民アンケート
ワークショップ

総合計画幹事会（部長級で構成）

意見説明
佐渡市総合計画審議会条例 抜粋
(組織)
第3条 審議会は、委員50人以内で組
織する。
2 委員は、知識経験を有する者のう
ちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、第2条に規定する
事項に関する審議会の答申が終了し
たときまでとする。

４ 策定体制（全体像）



12

幹事会

幹 事：部長、教育次長、消防長、上下水道課長、
病院管理部長

幹事長：鬼澤副市長

事務局（企画部総合政策課）

意見説明

審議会又は部会での協議案件について、計画原案等
を検討

企画委員

本庁課長級で構成

計画策定に係る調査、企画、連絡調整等の事務
に当たる

依頼 回答

佐渡市総合計画審議会運営規程 抜粋

(幹事)
第3条 審議会に、幹事若干人を置き、
市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の審議を補佐し、計
画立案の推進及び総合調整を行う。
3 幹事会に幹事長を置き、副市長を
もって充てる。
4 幹事会の運営について必要な事項は、
幹事長が会長の同意を得て別に定める。

(企画委員)
第4条 審議会に、企画委員若干人を置
き、市職員のうちから市長が任命する。
2 企画委員は、幹事の命を受けて総合
計画に係る調査、企画、連絡調整等の事
務に当たる。

４ 策定体制（庁内）
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時期 内容等

令和８年
４月

５月

６月

７月

８月

９月

時期 内容等

10月

11月

12月

令和９年
１月

２月

３月

後期基本計画の公表

総合計画審議会から市長へ答申

パブリックコメント・市民説明会

●第１回審議会
・後期計画の策定方針について

●第２回審議会・第１回部会
・アンケート・WSの共有
・KPI進捗の共有
・後期計画原案に対する意見等

●第３回審議会・第２回部会
・後期計画素案に対する意見等

●第４回審議会・第３回部会
・後期計画案に対する意見等

●第５回審議会・第４回部会
・後期計画最終案確認

市長から総合計画審議会へ諮問
市
民

ア
ン
ケ
ー
ト

ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ

市長記者会見

高
校
生
議
会

幹
事
会
、
企
画
委
員
会
（
随
時
）

幹
事
会
、
企
画
委
員
会
（
随
時
）

６
月
議
会

12

月
議
会

３
月
議
会

５ 策定スケジュール

９
月
議
会


